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令和４年度第３回 「運行管理高度化検討会」

遠隔点呼（令和５年１月～３月開始事業者）の
実施に係る承認及び今後の取扱いについて
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遠隔点呼の確認の状況 （令和４年１１月３０日締め切り分）

確認結果

新規申請のあった１５５事業者 １９５実施営業所等（運行管理者側） ３０３被実施営業所等（運

転者側）について要件「適」と判断

遠隔点呼実施・被実施営業所の追加及び機器変更の申請のあった、５事業者について要件

「適」と判断

（参考）これまでの承認 のべ１００事業者 １０６実施営業所等 １８７被実施営業所等

確認「適」内訳

トラック バス タクシー

事業者数 １１1
(５３）

１２
（１５）

３２
（９）

実施営業所数 １５２
（４５）

２０
（２３）

２３
（７）

被実施営業所数 ２２５
（９９）

４８
（３４）

３０
（９）
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（ ）内は９月末承認分



遠隔点呼の申請・確認の状況 （令和４年11月３０日締め切り分）

確認状況

遠隔点呼実施要領 Ⅲ 機器・システムの要件（12項目）及びⅣ 施設・環境要件（4項目）につき
全事業者の確認を実施

機器・システムの要件

1 カメラ・モニターの要件

2 アルコール検知器の要件

3 運行管理者の生体認証機能の要件

4 運転者の生体認証の要件

5 遠隔点呼に必要な情報の共有に関する要件

6 運転者の疲労・疾病・睡眠不足等を平常時と比較して
確認できる機能の要件

7 車両の日常点検の確認結果を確認できる機能の要件

8 運転者への伝達事項を確認できる機能の要件

9 点呼結果の電磁的記録及び共有、保存に関する要件

10 機器故障時の記録、保持に関する要件

11 点呼結果及び機器故障記録の削除、修正に関する要件

12 点呼結果及び機器故障記録の出力に関する要件

施設・環境要件

1 環境照度確保の要件

2 監視カメラ等の設置の要件

3 通信環境の整備の要件

4 通話環境の整備の要件
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アイテックス株式会社 点呼支援システム

＜点呼執行者側＞ ＜被点呼者側＞

静脈認証装置

血圧計

体温計

健康状態申告用PC

アルコール検知器

被点呼用モニター

出退勤確認用PC
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（参考） 今までに申請のあった遠隔点呼機器構成例（50音順）

点呼用カメラ

点呼用
モニター

運行管理者用
システム画面静脈認証装置

点呼状況
モニター

株式会社アネストシステム Business Support System
＜点呼執行者側＞

点呼執行者用
システム画面

会話・通知用
スピーカー

遠隔点呼用カメラ
（顔認証に利用）

遠隔点呼用マイク

＜被点呼者側＞

アルコール測定
撮影カメラ

アルコール検知器

被点呼者生体認証装置
(静脈認証)

体温計

遠隔点呼用カメラ・マイク
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（参考） 今までに申請のあった遠隔点呼機器構成例（50音順）

株式会社NPシステム開発 AI点呼システムTM

＜点呼執行者側＞ ＜被点呼者側＞

パトライト

点呼用カメラ

（顔認証に利用）

点呼場
監視カメラの
モニター

血圧計

被点呼用カメラ

（顔認証に利用）

アルコール検知器
体温計

IC免許証
リーダー

文書読み取り装置

＜点呼執行者側＞ ＜被点呼者側＞

株式会社コア Cagou IT （今回新規）

点呼用カメラ

点呼執行者用
システム画面

被点呼用カメラ
顔認証用カメラ

アルコール検知器

体温計
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（参考） 今までに申請のあった遠隔点呼機器構成例（50音順）

株式会社システムオリジン タクコン

静脈認証装置

＜点呼執行者側＞

点呼用カメラ

点呼支援システム

点呼場
監視カメラの
モニター

＜被点呼者側＞

測温計

（顔認証に利用）

IC免許証
リーダー

アルコール検知器

モニターあり

スピーカー
マイク

被点呼用カメラ

テレニシ株式会社 IT点呼キーパー

＜点呼執行者側＞

点呼用カメラ

（顔認証に利用）

会話用・通知用
スピーカー

被点呼用カメラ

（顔認証に利用）

アルコール検知器

会話用・通知用
スピーカー

血圧計



東海電子株式会社 クラウド型点呼システム e点呼PRO
＜点呼執行者側＞

点呼用カメラ

（顔認証に利用）

会話用マイク

会話用・通知用
スピーカー

＜被点呼者側＞ 被点呼用カメラ

（顔認証に利用）

会話用・通知用
スピーカー

会話用マイク

アルコール測定写真
撮影用カメラ

アルコール検知器

体温計

※ほかIC免許証リーダー、
全自動血圧計あり。
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（参考） 今までに申請のあった遠隔点呼機器構成例（50音順）

＜点呼執行者側＞

点呼用カメラ

静脈認証装置

パトライト

＜被点呼者側＞
血圧計

アルコール検知器

IC免許証
リーダー

体温計

被点呼用カメラ

静脈認証装置

株式会社ナブアシスト 点呼＋ （プラス）
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（参考） 今までに申請のあった遠隔点呼機器構成例（50音順）

＜点呼執行者側＞ ＜被点呼者側＞

株式会社ボルテックスセイグン（自社開発） （今回新規）

点呼用カメラ

マイク

スピーカー

血圧計

アルコール検知器

体温計

被点呼用カメラ ・ マイク

静脈認証

静脈認証
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令和５年４月以降の取扱いについて

令和５年３月まで

「使用する機器・システムが満たすべき要件」、「実施する場所が満たすべき施設・環境要件」、
「運用上の遵守事項」を設定し、当該要件を満足する事業者（営業所単位）については、
運行管理高度化検討会の監督下において遠隔点呼の実施を認める。

令和５年４月以降

令和５年４月以降については、省令等の改正を実施したうえで、法令に基づき事業者が届出す
ることで実施できることとし、検討会における承認は求めないこととする。



第３回検討会における議論内容

論点① 事業者の承認について

（①ー１）

要件「適」と判断された １５５事業者 １９５実施営業所等 ３０３被実施
営業所等において１月1日以降、遠隔点呼を開始して良いか
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（①ー２）

変更申請があり、要件「適」と判断された ５事業者において１月１日以
降変更を反映し、遠隔点呼を実施して良いか。


